
1 腹赤小学校① 〇
長洲町
（学校教育課）

対策済
西側の横断歩道・歩行者用信号を
利用するよう、安全教育・安全指導
の実施

2 腹赤小学校② 〇
荒尾警察署
熊本県

対策済
ドライバーから信号機の視認性を上
げるための信号機移設及び交差点
形状改善のための車線減少

3 腹赤小学校③ 〇
長洲町
（建設課）

来年度以降実施
路面標示によるドライバーへの注意
喚起及び安全性向上のため路側帯
（グリーンベルト）の設置

4 腹赤小学校④ 〇
長洲町
（建設課）

来年度以降実施
登下校の安全性向上のため、路側
帯（グリーンベルト）の設置

5 腹赤小学校⑤ 〇 熊本県 来年度以降実施
登下校の安全性向上のため路側
帯（グリーンベルト）の設置及び横
断歩道のカラー化

6 長洲小学校① 〇
長洲町
（建設課）

対策済
登下校の安全性向上のため、路側
帯（グリーンベルト）の設置

7 長洲小学校② 〇
長洲町
（建設課）

対策済 転落防止柵（ガードパイプ）の設置

8 長洲小学校③ 〇
長洲町
（建設課）

対策済
登下校の安全性向上のため、路側
帯（グリーンベルト）設置

9 長洲小学校④ 〇
長洲町
（建設課）

来年度以降実施
登下校の安全性向上のため、路側
帯（グリーンベルト）設置

10 長洲小学校⑤ 〇
長洲町
（建設課）

来年度以降実施
登下校の安全性向上のため、側溝
の改良

11 長洲小学校⑥ 〇
長洲町
（建設課）

来年度以降実施
登下校の安全性向上のため、路側
帯（グリーンベルト）設置

12 清里小学校① 〇
長洲町
（建設課）

昨年度より実施中
登下校の安全性向上のため、路側
帯（グリーンベルト）設置

13 清里小学校② 〇 熊本県 対策済 反射ポールの修繕

14 清里小学校③ 〇
長洲町
（建設課）

対策済 一時停止線の引き直し

15 清里小学校④ 〇
長洲町
（総務課・
　　建設課）

本年度より実施中
カーブの視認性向上のためカーブ
ミラーの設置及び安全性向上のた
め歩道や区画線の改善・整備

16 清里小学校⑤ 〇
長洲町
（建設課）

昨年度より実施中
登下校の安全性向上のため、路側
帯（グリーンベルト）設置

17 清里小学校⑥ 〇
長洲町
（建設課）

昨年度より実施中
登下校の安全確保のため、歩道の
整備

18 六栄小学校① 〇
長洲町
（建設課）

対策済
歩行者の安全確保のため、防護柵
の設置

19 六栄小学校② 〇
長洲町
（建設課）

対策済
登下校の安全確保のため、歩道の
整備

20 六栄小学校③ 〇
長洲町
（学校教育課）

対策済
歩道や横断歩道の利用、交通ルー
ルの順守による、安全教育・安全
指導

21 六栄小学校④ 〇
長洲町
（学校教育課）

対策済
児童生徒への注意喚起としての交
通安全教育及び交通法規違反者
への取締強化

22 六栄小学校⑤ 〇
長洲町
（建設課）

来年度以降実施
路面標示によるドライバーへの注
意喚起及び安全性向上のための
道路拡張

23 六栄小学校⑥ 〇
長洲町
（学校教育課）

対策済
児童生徒への注意喚起としての安
全教育及びドライバーへの安全指
導

24 六栄小学校⑦ 〇
長洲町
（建設課）

来年度以降実施
登下校の安全性向上のため、路側
帯（グリーンベルト）設置

25 六栄小学校⑧ 〇
長洲町
（建設課）

対策済
登下校の安全性向上のため、路側
帯（グリーンベルト）延長

26
長洲中学校・
腹栄中学校①

〇
熊本県
長洲町
（建設課）

対策済
安全確保のための自転車乗入可
の区間協議及び安全性向上のた
め自転車通行帯の設置

27
長洲中学校・
腹栄中学校②

〇
長洲町
（建設課）

対策済
路面表示によるドライバーへの注
意喚起及び安全性向上のための
自転車通行帯の設置

28
長洲中学校・
腹栄中学校③

〇
長洲町
（建設課）

対策済
転落防止のガードパイプの設置及
び道路の拡幅

29
長洲中学校・
腹栄中学校④

〇
長洲町
（建設課）

対策済
安全性向上のための路側帯の整
備及び道路拡幅

30
長洲中学校・
腹栄中学校⑤

〇
長洲町
（建設課）

対策済
安全性向上のための路側帯の整
備及び道路拡幅

31
長洲中学校・
腹栄中学校⑥

〇
長洲町
（建設課）

来年度以降実施 安全確保のための道路整備

32
長洲中学校・
腹栄中学校⑦

〇 熊本県 対策済
樹木の剪定による登下校の安全性
向上

33
長洲中学校・
腹栄中学校⑧

〇
長洲町
（建設課）

対策済
安全性向上のため自転車通行帯
の設置

34
長洲中学校・
腹栄中学校⑨

〇
長洲町
（建設課）

対策済
安全性向上のため自転車通行帯
の設置

35
長洲中学校・
腹栄中学校⑩

〇
長洲町
（建設課）

本年度より実施中
路面表示によるドライバーへの注
意喚起及び安全性向上のための
自転車通行帯の設置

36
長洲中学校・
腹栄中学校⑪

〇 荒尾警察署 対策済
登下校の安全性向上のため、ドラ
イバーへの取締の強化
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危険箇所の位置・形状 理由

国道501号（上沖洲・鷲巣線交差点） 交差点東側に横断歩道及び歩行者用信号がなく、危険である。

県道長洲玉名線（上沖洲・鷲巣線交差点）
腹赤新町側から見た場合、交差点が認識しづらく危険であ
る。（上沖洲・鷲巣線が認識しづらい）

磯田・前田線（県道長洲玉名線～玉名平野道路） 通学の際に道路幅員が狭く危険である。

腹赤・清源寺線 通学の際に道路幅員が狭く危険である。

県道長洲玉名線 歩道が無くカーブになっており児童横断時に非常に危険である。

荒神町・小学校線（国道501号～県道荒尾長洲線） 道路が狭く、歩道が無い。

宮ノ町地区のため池付近 側溝の幅が広い。

町道下原・上5丁目線の一部区間 道路幅員が狭く、自動車の交通量が多い。

上三丁目・新山線～長洲港停車場線（四王寺神社～研修センター交差点） 通学の際に道路幅員が狭く、歩道もないため危険である。

横塘線 通学の際に道路幅員が狭く、側溝に蓋がないため危険である。

葉山・梅田線(五ヶ町第二踏切付近) 通学の際に踏切が狭く、離合する車も多いため危険である。

梅田中線（小学校正門～大谷長洲港線） 道路が狭く、歩道が無い。

県道荒尾長洲線の一部区間 道路反射ポールが壊れており、安全性が低下している。

梅田公民館東の三叉路 一時停止線がほとんど消えていて危険である。

長洲駅北口～消防団第６分団格納庫までのカーブ
通学の際に道路幅員が狭く、カーブになっており見通しが悪く
危険である。

町道梅田天満宮線 通学の際に道路幅員が狭く危険である。

町道土井辻線 通学の際に道路幅員が狭く危険である。

町道向野・高田線の一部区間 交通量が多く、事故の危険性が高い。

町道上沖洲・鷲巣線の一部区間（向野・高田線との交差点以北の一部区間） 見通しは良いが、歩道や道路幅員が狭く、危険である

上沖洲鷲巣線（塩屋・赤崎線交差点（三叉路）） 交通量が多く、車両のスピードも速い。見通しも悪く、危険である。

六栄小学校正門道路（安保２号線） 通行禁止を守らぬ車両がおり、危険である。

折地・向野線の一部区間 通学の際に道路幅員が狭く危険である。

塩屋・赤崎線の一部区間 通学の際に道路幅員が狭く危険である。

宮野住宅中央線の一部区間 通学の際に歩道が無く、危険である。

塩屋・赤崎線の一部区間（宮崎区～塩屋区）
見通しはそこそこあるが、スピードを出す車両が通ると危険
である。

県道長洲玉名線の一部区間（長洲港・停車場線交差点～塩屋橋） 通学の際に自動車や自転車等の通行車両が混在しており危険である。

長洲・岱明線の一部区間（長洲町役場～井樋下橋） 通学の際に自動車や自転車等の通行車両が混在しており危険である。

向野・平原線及び農道の一部区間（井樋下橋～赤田・腹赤線交差点）
宮崎川への転落防止が必要、通学の際に自動車や自転車等
の通行車両が混在しており危険である。

赤田・腹赤線（向野・平原線交差点～下北口・大木浦線交差点） 通学の際に道路幅員が狭く、危険である。

下北口・大木浦線の一部区間（赤田・腹赤線交差点～中学校） 通学の際に道路幅員が狭く、危険である。

長洲・岱明線（県道長洲玉名線から赤田・上沖洲線まで） 道路整備が未整備のため危険である。

国道501号の一部区間（有明フェリー前から清源寺交差点先まで） 歩道が草木により通行しにくく、通学に危険である。

上沖洲・鷲巣線の一部区間（腹栄中学校前道路）
直線道路でスピードを出す車が多く、稀に横断歩道で停止し
ない車もあり危険である。

長洲港・停車場線の一部区間（土井辻線交差点～県道長洲玉名線） 通学の際に歩道がなく、危険である。

よけの上線（6分団交差点～農村公園） 通学の際に歩道がなく、危険である。

上沖洲・鷲巣線（腹赤小学校～レインボー宮野） 通学の際に道路幅員が狭く危険である。


